
熊本市要介護・要支援認定関係資料の外部提供に関する要綱 

 

制定 平成２４年１０月１６日 健康福祉子ども局長決裁 

改正 平成２４年１２月２５日 高齢介護福祉課長決裁 

平成３１年 ３月１３日 健康福祉局長決裁 

令和 ２年 ３月 ４日 介護保険課長決裁 

令和 ４年 ２月１５日 健康福祉局長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づき行う要介護認定・要支援認定

の関係資料（以下「認定関係資料」という。）について、介護（介護予防）サービスの有効かつ適

切な提供に資するための事業者等への情報提供（以下「提供」という。）を行う場合の取扱いにつ

いて定めるものとする。 

 

（提供の対象者） 

第２条 次の各号に該当する場合に限り、認定関係資料の提供を求めることができる。 

(1) 介護予防支援事業者、居宅介護支援事業者（介護予防支援事業者から委託を受けた事業所を含

む。）、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護事業者、特定施設入所者生活介護事業者（地域密着型を含む。）、小規模多機能型居宅

介護事業者又は複合型サービス事業者（以下「事業所等」という。）が、当該被保険者の介護

（介護予防）サービス計画作成等をする場合（認定関係資料の提供について、本人の同意を得て

いる場合に限る。） 

(2) 特別養護老人ホームが熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針に基づく調査票を作成する場合

（認定関係資料の提供について、当該特別養護老人ホームに入所を申し込んでいる者の同意を得

ている場合に限る。） 

 

（提供目的） 

第３条 前条第１号の「介護（介護予防）サービス計画作成等」とは次の各号に掲げるものとする。 

(1) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成 

(2) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成 

(3) 地域ケア会議における個別事例の検討 

(4) 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のため

の委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定 

(5) 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定 

 

（遵守事項） 

第４条 事業所等は、個人情報の重要性を認識し、次の各号について遵守しなければならない。 

(1) 提供を受けた認定関係資料の情報について、第三者へ漏らし、又は目的外に使用しないこと。 

(2) 提供を受けた認定資料の複写及び複製を行わないこと。 

(3) 提供を受けた認定資料を紛失しないように厳重に管理すること。 

(4) 提供を受けた認定資料を保有する必要がなくなったときは、その資料を確実にかつ速やかに責

任をもって廃棄すること。 

(5) 市長から提供を受けた認定資料の返還を求められたときは、速やかに返還すること。 

(6) 提供を受けた認定資料に紛失等の事故が発生したときは、速やかに報告すること。 

 

（遵守事項違反に対する措置） 

第５条 事業所等が前条の遵守事項を守らなかった場合、市は次回より提供を拒否することができ

る。 

 

（提供する資料の範囲） 

第６条 提供する認定関係資料は、次に掲げるもので、外部への提供については「介護保険要介護認

定・要支援認定（要介護更新認定・要支援更新認定）申請書」の同意欄に署名があるもの。または

被保険者本人の同意があるものに限るものとする。 



(1) 介護認定審査会資料（特記事項を含む。） 

(2) 主治医意見書（作成した主治医の同意が確認できない場合は除く。） 

 

（提供の手続き） 

第７条 認定関係資料の提供を求めるもの（以下「依頼者」という。）は、要介護認定・要支援認定

資料提供依頼書（様式第１号）を区役所福祉課に提出するものとする。 

 

（提供の方法） 

第８条 認定関係資料の提供は、次に掲げる方法により写しを交付する。 

(1) 交付場所区役所福祉課での手渡し又は郵送 

(2) 交付部数１部 

(3) 交付にかかる費用は、無料とする。  

(4) 郵送方法簡易書留とし、郵送費は依頼者の負担とする。 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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依頼事業所または施設 住 所

様式第1号

要介護認定・要支援認定資料提供依頼書
熊本市長　（宛） 依頼日 年

名 称

電 話 番 号

担 当 者

月 日

　熊本市要介護・要支援認定関係資料の外部提供に関する要綱に基づき、下記に掲げる被保険者の要介護認定・要支援認定関

係資料の提供を依頼します。なお、提供された要介護認定・要支援認定関係資料及びその情報については、下記記載の遵守事

項を守り、適正に管理することを誓約します。
※太枠内のみ記入ください。

管轄区
被保険者

番　　　号

本人同意

区
主治医同意

氏　名 生年月日 年 月

認定期間 ～

日認　定 枚　　数

枚
届　出

利用目的 □ケアプラン作成　　　　□その他（　　　　　　　） 主治医意見書 □要　　　　□不要

認定期間 ～

本人同意

区
主治医同意

氏　名 生年月日 年

管轄区
被保険者

番　　　号

月 日認　定 枚　　数

枚
届　出

利用目的 □ケアプラン作成　　　　□その他（　　　　　　　） 主治医意見書 □要　　　　□不要

管轄区
被保険者

番　　　号

本人同意

区
主治医同意

氏　名 生年月日 年 月

認定期間 ～

日認　定 枚　　数

枚
届　出

利用目的 □ケアプラン作成　　　　□その他（　　　　　　　） 主治医意見書 □要　　　　□不要

認定期間 ～

本人同意

区
主治医同意

氏　名 生年月日 年

管轄区
被保険者

番　　　号

主治医意見書 □要　　　　□不要

１ 提供を受けた認定関係資料の情報について、第三者へ漏らし、又は目的外に使用しないこと。

２ 提供を受けた認定資料の複写及び複製を行わないこと。

３ 提供を受けた認定資料を紛失しないように厳重に管理すること。

４ 提供を受けた認定資料を保有する必要がなくなったときは、その資料を確実にかつ速やかに責任をもって廃棄すること。

５ 市長から提供を受けた認定資料の返還を求められたときは、速やかに返還すること。

６ 提供を受けた認定資料に紛失等の事故が発生したときは、速やかに報告すること。

合計

枚

月 日認　定 枚　　数

枚
届　出

利用目的 □ケアプラン作成　　　　□その他（　　　　　　　）

日 受領者

以下、区役所使用欄

受付時　　【本人確認書類】 提供時　　【本人確認書類】

受領年月日 年 月

受付時　　【在職確認書類】 提供時　　【在職確認書類】

□社員証・職員証　□地域包括支援センター従事者証

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□社員証・職員証　□地域包括支援センター従事者証

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

1点 □個人番号カード　□運転免許証　□その他（　　　　　　　　　） 1点 □個人番号カード　□運転免許証　□その他（　　　　　　　　　）

2点
□CM資格証　□社員証・職員証　□健康保険証

□通帳　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
2点

□CM資格証　□社員証・職員証　□健康保険証

□通帳　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交付方法 郵便発送日

郵送　・　窓口 月 日

受付印 受付者 提供区印 担当者

□　受付印に同じ □　受付者に同じ


